
JP 2014-196620 A 2014.10.16

10

(57)【要約】
【課題】建物周りの外観が損なわれるのを抑制しつつ、
シャッタ装置を設置することができる建物の開口部にお
ける開口枠構造を提供する。
【解決手段】建物の外壁部１１には窓部２１が形成され
、窓部２１の周縁部にはサッシ枠２２が配設されている
。サッシ枠２２は、窓部２１の上縁部に沿って配設され
た上枠２３を有している。上枠２３は、第１上枠部４１
と第２上枠部４２とが互いに結合されることにより構成
されている。第２上枠部４２には、その上方から外壁面
１５ａに沿って流下する水を窓部２１よりも屋外側へ導
く上水切６４を着脱可能に取り付けるための水切取付部
６３が設けられている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の外壁部には、屋内外を連通する開口部が形成されており、
　前記開口部の周縁部には、建具が取り付けられる開口枠が設けられており、
　前記開口枠は、前記開口部の上縁部に沿って設けられた上枠を有しており、
　前記上枠には、その上方から前記外壁部の外壁面に沿って流下する水を前記開口部より
も屋外側へ導く上水切を取り付けるための水切取付部が設けられていることを特徴とする
建物の開口部における開口枠構造。
【請求項２】
　前記水切取付部は、前記上水切を着脱可能に取り付けるものであることを特徴とする請
求項１に記載の建物の開口部における開口枠構造。
【請求項３】
　前記水切取付部は、その屋外側の端部が前記外壁部の厚み方向において当該外壁部の外
壁面と略同じ位置か又はそれよりも屋内側に位置していることを特徴とする請求項１又は
２に記載の建物の開口部における開口枠構造。
【請求項４】
　前記上枠は、互いに別体として形成され当該上枠の長手方向に延びる長尺状の第１上枠
部及び第２上枠部を有しており、それら各上枠部が互いに結合されることにより構成され
ており、
　前記第１上枠部は、前記建具が取り付けられる建具取付部を有しており、
　前記第２上枠部は、前記水切取付部を有していることを特徴とする請求項１乃至３のい
ずれか一項に記載の建物の開口部における開口枠構造。
【請求項５】
　前記上枠部の上方には、当該上枠部に沿って横架材が設けられており、
　前記横架材には、その屋内側の部分から下向きに突出する凸部が設けられており、
　前記第２上枠部は、前記凸部に対して屋外側に配設されており、
　前記第１上枠部は、前記第２上枠部の下方と前記凸部の下方とに跨がって配設されてお
り、
　前記第２上枠部は、当該凸部の屋外側に当接する当接部を有していることを特徴とする
請求項４に記載の建物の開口部における開口枠構造。
【請求項６】
　前記当接部は、板状をなしており、その板面を前記凸部の屋外側面と対向させて配置さ
れており、
　前記第１上枠部は、前記当接部と前記凸部の屋外側面との間を通じて上方に延び、当該
当接部と重なり合って設けられる板状の重なり部を有しており、
　前記当接部と前記重なり部とは締結具による締結によって互いに結合され、その結合状
態において前記凸部の屋外側面に当接していることを特徴とする請求項５に記載の建物の
開口部における開口枠構造。
【請求項７】
　前記外壁部の屋外側には、前記開口部を開閉するシャッタ装置が設置されており、
　前記シャッタ装置のシャッタボックスは前記外壁部の外壁面において前記開口部の上方
に取り付けられており、
　前記水切取付部には、前記上水切が取り付けられていないことを特徴とする請求項１乃
至６のいずれか一項に記載の建物の開口部における開口枠構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の開口部における開口枠構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　住宅等の建物においては、その外壁部分に屋内外を連通する窓部が設けられている。窓
部にはその周縁部に沿ってサッシ枠が配設され、サッシ枠の内側には窓部を開閉するサッ
シ戸が配設される（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　サッシ枠には、窓部の上縁部に配設される上枠部分に上水切が一体形成されているもの
がある。上水切は、窓部の上方において外壁面よりも屋外側に張り出して配置され、窓部
の上方から外壁面に沿って流下する水を窓部よりも屋外側へと導くものである。これによ
り、窓部上方において外壁面に沿って流下する水が窓部から屋内側へ入り込むのを防止す
ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－５７４０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、建物の外壁部分には、その屋外側に窓部を開閉するシャッタ装置が設置され
る場合がある。シャッタ装置は、窓部を開閉するためのシャッタカーテンと、シャッタカ
ーテンを収納する横長箱状のシャッタボックスとを備えており、シャッタボックスが外壁
部分の外壁面において窓部上方に取り付けられることにより設置される。
【０００６】
　ここで、サッシ枠の上枠部分に上水切が一体形成されている上記の構成において、シャ
ッタボックスが外壁面に取り付けられる場合には、シャッタボックスが上水切と干渉する
のを回避すべく、シャッタボックスが外壁面から屋外側に大きく張り出した状態で取り付
けられることが考えられる。しかしながら、その場合、建物周りの外観が著しく損なわれ
てしまうおそれがある。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、建物周りの外観が損なわれるのを抑
制しつつ、シャッタ装置を設置することができる建物の開口部における開口枠構造を提供
することを主たる目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決すべく、第１の発明の建物の開口部における開口枠構造は、建物の外壁
部には、屋内外を連通する開口部が形成されており、前記開口部の周縁部には、建具が取
り付けられる開口枠が設けられており、前記開口枠は、前記開口部の上縁部に沿って設け
られた上枠を有しており、前記上枠には、その上方から前記外壁部の外壁面に沿って流下
する水を前記開口部よりも屋外側へ導く上水切を取り付けるための水切取付部が設けられ
ていることを特徴とする。
【０００９】
　本発明によれば、外壁部における開口部の周縁部に設けられた開口枠の上枠に上水切を
取り付けるための水切取付部が設けられているため、上水切を取り付けるか又は取り付け
ないかを選択することができる。したがって、例えばシャッタ装置を外壁部に設置しない
場合には上水切を水切取付部に取り付けることで、その上方から外壁面に沿って流下する
水を上水切によって開口部よりも屋外側へ導くことができる。そのため、外壁面に沿って
流下する水が開口部から屋内へ入り込むのを防止することができる。
【００１０】
　その一方で、シャッタ装置を外壁部に設置する場合には、例えば上水切を水切取付部に
取り付けないようにすることができる。シャッタ装置は、シャッタボックスが外壁部の外
壁面における開口部の上方に取り付けられることにより設置されるが、この際、シャッタ
ボックスと外壁面との間に雨水等の水が入り込むのを防止するためにシャッタボックス上
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端と外壁面との間にはシール処理（シーリング材の充填等）が施されるのが一般である。
したがって、シャッタ装置の設置時には、シャッタボックスと外壁面との間を通じて雨水
等の水が開口部へ向けて流下することが防止されている。それ故、この場合には、そもそ
も上水切がなくても、開口部からの屋内への水の入り込みを防止することができる。
【００１１】
　そして、シャッタ装置の設置時に、上水切を水切取付部に取り付けないようにすること
で、シャッタボックスの外壁面への取り付けに際しシャッタボックスが上水切と干渉する
のを回避することができる。この場合、上水切との干渉がない分、シャッタボックスを外
壁面からの出幅（張出量）を小さくした状態で取り付けることができるため、建物周りの
外観が損なわれるのを抑制しつつ、シャッタ装置を設置することができる。
【００１２】
　第２の発明の建物の開口部における開口枠構造は、第１の発明において、前記水切取付
部は、前記上水切を着脱可能に取り付けるものであることを特徴とする。
【００１３】
　本発明によれば、上水切を水切取付部に着脱可能に取り付けることができるため、施工
時にはシャッタ装置が外壁部に設置されず、施工後に後付けでシャッタ装置が設置される
場合において、施工時には上水切を水切取付部に取り付け、シャッタ装置の設置時にはそ
の上水切を水切取付部から取り外すことが可能となる。このため、シャッタ装置が後付け
で設置される場合にも、シャッタボックスの外壁面からの出幅を小さくすることができ、
建物周りの外観が損なわれるのを抑制することができる。
【００１４】
　第３の発明の建物の開口部における開口枠構造は、第１又は第２の発明において、前記
水切取付部は、その屋外側の端部が前記外壁部の厚み方向において当該外壁部の外壁面と
略同じ位置か又はそれよりも屋内側に位置していることを特徴とする。
【００１５】
　本発明によれば、水切取付部の屋外側端部が外壁部の厚み方向において外壁部の外壁面
と略同じ位置か又はそれよりも屋内側に位置しているため、シャッタボックスを外壁面に
取り付ける際、シャッタボックスが水切取付部と干渉するのを回避することができる。又
は水切取付部との干渉を大いに抑制することができる。これにより、シャッタボックスの
外壁面からの出幅をより小さくすることができるため、建物周りの外観が損なわれるのを
より一層抑制することができる。
【００１６】
　第４の発明の建物の開口部における開口枠構造は、第１乃至第３のいずれかの発明にお
いて、前記上枠は、互いに別体として形成され当該上枠の長手方向に延びる長尺状の第１
上枠部及び第２上枠部を有しており、それら各上枠部が互いに結合されることにより構成
されており、前記第１上枠部は、前記建具が取り付けられる建具取付部を有しており、前
記第２上枠部は、前記水切取付部を有していることを特徴とする。
【００１７】
　本発明によれば、上枠が、建具が取り付けられる建具取付部を有する第１上枠部と、水
切取付部を有する第２上枠部とに分割されて構成されているため、上枠の一部（つまり第
１上枠部）に建具取付部を有する汎用品の上枠材を用いることが可能となる。このため、
製造コストの低減等を図ることができる。
【００１８】
　第５の発明の建物の開口部における開口枠構造は、第４の発明において、前記上枠部の
上方には、当該上枠部に沿って横架材が設けられており、前記横架材には、その屋内側の
部分から下向きに突出する凸部が設けられており、前記第２上枠部は、前記凸部に対して
屋外側に配設されており、前記第１上枠部は、前記第２上枠部の下方と前記凸部の下方と
に跨がって配設されており、前記第２上枠部は、当該凸部の屋外側に当接する当接部を有
していることを特徴とする。
【００１９】
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　本発明によれば、横架材の屋内側部分から下向きに突出する凸部の屋外側に第２上枠部
が配設され、その第２上枠部の下方と凸部の下方とに跨がって第１上枠部が配設されてい
る。この場合、上枠を２つの上枠部に分割した上記の構成にあって好適な納まりを実現す
ることができる。また、第２上枠部には、凸部の屋外側に当接する当接部が設けられてい
るため、第２上枠部の水切取付部に屋外側から上水切を取り付ける際に、第２上枠部が屋
内側に押されて位置ずれしたり変形したりするのを規制することができる。これにより、
上水切の取付作業を好適に行うことができる。
【００２０】
　第６の発明の建物の開口部における開口枠構造は、第５の発明において、前記当接部は
、板状をなしており、その板面を前記凸部の屋外側面と対向させて配置されており、前記
第１上枠部は、前記当接部と前記凸部の屋外側面との間を通じて上方に延び、当該当接部
と重なり合って設けられる板状の重なり部を有しており、前記当接部と前記重なり部とは
締結具による締結によって互いに結合され、その結合状態において前記凸部の屋外側面に
当接していることを特徴とする。
【００２１】
　本発明によれば、第１上枠部に第２上枠部の当接部と重なり合う重なり部が設けられ、
それら当接部と重なり部とが締結具による締結によって互いに結合され、その結合状態で
凸部の屋外側面に当接している。この場合、水切取付部に屋外側から上水切を取り付ける
際、かかる結合部分が屋外側に変位するのを規制することができるため、その結果締結具
に緩みが発生するのを抑制することができる。これにより、第１上枠部と第２上枠部との
結合状態を好適に維持することが可能となる。
【００２２】
　第７の発明の建物の開口部における開口枠構造は、第１乃至第６のいずれかの発明にお
いて、前記外壁部の屋外側には、前記開口部を開閉するシャッタ装置が設置されており、
前記シャッタ装置のシャッタボックスは前記外壁部の外壁面において前記開口部の上方に
取り付けられており、前記水切取付部には、前記上水切が取り付けられていないことを特
徴とする。
【００２３】
　本発明によれば、シャッタ装置の設置時に、水切取付部に上水切が取り付けられていな
いため、シャッタボックスの外壁面への取り付けに際しシャッタボックスが上水切と干渉
するのを回避することができる。これにより、シャッタボックスの外壁面からの出幅（張
出量）をその分小さくすることができるため、建物周りの外観が損なわれるのを抑制しつ
つ、シャッタ装置を設置することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】建物の外壁部を示す縦断面図。
【図２】上枠及びその周辺の構成を拡大して示す縦断面図。
【図３】シャッタ装置が設置された場合における外壁部周辺の構成を示す縦断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下に、本発明を具体化した一実施の形態について図面を参照しつつ説明する。なお、
図１は建物の外壁部を示す縦断面図である。
【００２６】
　図１に示すように、建物１０の外周部には、屋内と屋外とを仕切る外壁部１１が設けら
れている。外壁部１１において、屋外側には外壁パネル１２が設けられ、屋内側には内壁
パネル１３が設けられている。外壁パネル１２は、外壁面を形成する外壁面材１５と、外
壁面材１５の裏面側（屋内面側）に固定された外壁フレーム１６とを有する。外壁面材１
５は窯業系サイディング板により構成されている。外壁フレーム１６は、断面コ字状の軽
量溝形鋼からなる複数の外壁フレーム材２８が互いに連結されることにより構成されてい
る。
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【００２７】
　内壁パネル１３は、内壁面を形成する内壁面材１７と、内壁面材１７の裏面側（屋外面
側）に固定された内壁フレーム１８とを備える。内壁面材１７は石膏ボードにより構成さ
れている。内壁フレーム１８は、断面コ字状の軽量溝形鋼からなる複数の内壁フレーム材
２９が互いに連結されることにより構成されている。
【００２８】
　外壁パネル１２と内壁パネル１３との間には、壁内断熱材１９が設けられている。壁内
断熱材１９は、発泡ポリエチレン等の発泡系断熱材により板状に形成されている。
【００２９】
　外壁部１１には、屋内と屋外とを連通する窓部２１が形成されている。外壁部１１にお
いて屋外側では、外壁フレーム１６の外壁フレーム材２８が窓部２１を囲んで複数配設さ
れており、外壁部１１において屋内側では、内壁フレーム１８の内壁フレーム材２９が窓
部２１を囲んで複数配設されている。これら外壁フレーム材２８と内壁フレーム材２９と
はいずれも、その溝部を窓部２１とは反対側に向けた状態で配設されている。
【００３０】
　窓部２１において屋外側には、その周縁部に沿ってサッシ枠２２が配設されている。サ
ッシ枠２２は、上下一対の上枠２３及び下枠２４と、左右一対の縦枠２５とを有して構成
されている。上枠２３は窓部２１の上縁部に沿って配設され、下枠２４は窓部２１の下縁
部に沿って配設され、縦枠２５は窓部２１の側縁部に沿って配設されている。これら上枠
２３、下枠２４及び縦枠２５はそれぞれ外壁フレーム材２８に対してビスにより取り付け
られている。なお、サッシ枠２２が開口枠に相当する。
【００３１】
　サッシ枠２２の内側には、一対のサッシ戸２７が設けられている。サッシ戸２７はいわ
ゆる引き違い窓として構成されている。これらのサッシ戸２７によって窓部２１が開閉さ
れるようになっている。なお、サッシ戸２７が建具に相当する。
【００３２】
　窓部２１において屋内側には、その周縁部に沿って窓廻り部材が設けられている。窓廻
り部材として、窓部２１の下縁部には窓台３４が設けられ、窓部２１の上縁部及び各側縁
部にはそれぞれ額縁３５が設けられている。窓台３４は、その下面に設けられた下地材３
６を介して内壁フレーム材２９にビス等で取り付けられている。また、額縁３５は内壁フ
レーム材２９にビス等で取り付けられている。
【００３３】
　次に、上枠２３及びその周辺の構成について図２に基づいて説明する。図２は、上枠２
３及びその周辺の構成を拡大して示す縦断面図である。
【００３４】
　図２に示すように、外壁フレーム１６において窓部２１の上縁部に沿って配設された外
壁フレーム材２８（以下、外壁フレーム材２８ａとする）には、その下面に横フレーム材
３８が固定されている。横フレーム材３８は、断面コ字状の軽量溝形鋼よりなり、外壁フ
レーム材２８ａの長手方向全域に亘って延びるように形成されている。横フレーム材３８
は、その溝部を上方に向けた状態で外壁フレーム材２８ａ（詳しくはそのウェブ）の下面
に配設されており、その配設状態において各フランジ３８ｂ，３８ｃの上端部が当該下面
に溶接により固定されている。この場合、外壁フレーム材２８ａが「横架材」に相当し、
横フレーム材３８が（角形形状の）「凸部」に相当する。
【００３５】
　横フレーム材３８は、その幅（外壁部１１の厚み方向の長さ）が外壁フレーム材２８ａ
の幅よりも小さくされており、具体的には外壁フレーム材２８ａの幅の略半分とされてい
る。横フレーム材３８は、外壁フレーム材２８ａの下面において屋内側に配置されており
、より詳しくはその屋内側面が外壁フレーム材２８ａの屋内側面と同一平面上に位置する
ように配置されている。
【００３６】
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　上枠２３は、外壁フレーム材２８ａ（及び横フレーム材３８）の下方において当該外壁
フレーム材２８ａに沿って延びるように配設されている。上枠２３は、互いに別体として
形成された第１上枠部４１及び第２上枠部４２を有しており、これら各枠部４１，４２が
互いに結合されることにより構成されている。各上枠部４１，４２はいずれもアルミ製の
押し出し成形品よりなり、同じ長さ寸法を有した長尺状に形成されている。また、各上枠
部４１，４２はいずれも、その横断面形状が長手方向全域に亘って同じとなっている。な
お、この場合の横断面とは、上枠部４１，４２の長手方向に対して直交する方向の断面を
いう。
【００３７】
　第１上枠部４１は、横フレーム材３８よりも下方に配置され外壁フレーム材２８ａの幅
方向（外壁部１１の厚み方向）全域に跨がって延びるベース部４４と、そのベース部４４
から下方に延びる複数（具体的には２つ）の案内レール部４５と、ベース部４４から上方
に延びる起立部４６とを有する。これらベース部４４、案内レール部４５及び起立部４６
はいずれも板状をなしており、第１上枠部４１の長手方向全域に亘って形成されている。
【００３８】
　ベース部４４は、横フレーム材３８（詳しくはそのウェブ３８ａ）の下面と離間しかつ
対向する対向部分を有し、その対向部分がウェブ３８ａに対して長手方向における複数箇
所でビス５３により固定されている。これにより、第１上枠部４１が横フレーム材３８に
対して固定されている。
【００３９】
　案内レール部４５は、外壁部１１の厚み方向（以下、単に壁厚み方向ともいう）に所定
の間隔を隔てて一対設けられている。それら各案内レール部４５はそれぞれサッシ戸２７
の上端部に設けられた案内溝４９に入り込んでいる。この入り込み状態においてサッシ戸
２７の開閉が案内レール部４５に沿って案内されるようになっている。なお、案内レール
部４５が建具取付部に相当する。
【００４０】
　起立部４６は、ベース部４４における各案内レール部４５の中間位置から上方（鉛直上
向き）に延びている。起立部４６は、横フレーム材３８（詳しくはその屋外側フランジ３
８ｃ）の屋外側面に当接した状態で配置されている。また、第１上枠部４１には、その他
に、ベース部４４の屋外側端部から下方に延びる網戸（図示略）用の案内レール部４７が
設けられている。
【００４１】
　なお、本実施形態では、第１上枠部４１が汎用品（規格品）の上枠材によって構成され
ている。
【００４２】
　ベース部４４において起立部４６よりも屋外側の部分と外壁フレーム材２８ａ（詳しく
はそのウェブ）の下面との間には第２上枠部４２が配設されている。第２上枠部４２は、
上記ベース部４４と上下に対向して設けられるベース部５４と、ベース部５４の屋内側端
部から上方に延びる起立部５５と、ベース部５４の幅方向（壁厚み方向）の中間部から上
方に延びる起立部５６とを有する。これらベース部５４と各起立部５５，５６とはいずれ
も板状をなしており、第２上枠部４２の長手方向全域に亘って形成されている。
【００４３】
　起立部５５は、第１上枠部４１の起立部４６に対して屋外側から対向する（重なる）よ
うに配置されている。起立部５５と起立部４６との間には薄板状のパッキン８３が挟み込
まれており、その挟み込み状態で各起立部４６，５５が長手方向における複数箇所でビス
５９により固定されている。これにより、第１上枠部４１と第２上枠部４２とが互いに結
合されているとともに、起立部４６，５５同士の間を通じた屋内側への水の浸入が防止さ
れている。
【００４４】
　なお、この場合、起立部４６が重なり部に相当し、起立部５５が当接部に相当し、ビス
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５９が締結具に相当する。また、締結具としては、ビス以外にボルトやねじ等を用いても
よい。
【００４５】
　ビス５９は、起立部４６から起立部５５へ向けてねじ込まれており、その頭部（図示略
）が起立部４６，５５同士の重なり部分に位置している。より詳しくは、起立部４６には
、ビス５９の頭部を収容する収容部（図示略）が設けられ、その収容部にビス５９の頭部
が起立部４６よりも屋内側に突出しない状態で収容されている。これにより、各起立部４
６，５５の結合部分（重なり部分）にて、起立部４６の屋内側面が横フレーム材３８の屋
外側面に当接されるようになっている。
【００４６】
　なお、起立部４６に、上記の収容部を設けないでビス５９の頭部を起立部４６から屋内
側に突出させて配置してもよい。その場合、ビス５９の頭部を横フレーム材３８の屋外側
面に当接させて配置すればよい。
【００４７】
　起立部５６は、その上端部が外壁フレーム材２８ａの屋外側面に長手方向における複数
箇所でビス６１により固定されている。これにより、第２上枠部４２が外壁フレーム材２
８ａに対して固定されている。
【００４８】
　第２上枠部４２は、さらに、その屋外側の端部に上水切６４を着脱可能に取り付けるた
めの水切取付部６３を有する。第２上枠部４２には、起立部５６から屋外側に延出する上
下一対の延出部６６が設けられており、これら各延出部６６の屋外側端部には上下に互い
に向き合うように延びる一対の係合部６７が設けられている。これら各係合部６７によっ
て水切取付部６３が構成されている。また、水切取付部６３（係合部６７）は、その屋外
側の端部が壁厚み方向（換言すると屋内外方向）において外壁面材１５の外壁面１５ａと
略同じ位置に位置している。
【００４９】
　なお、上側の延出部６６は、ビス６１（詳しくはその頭部）を挟んで外壁面材１５の下
端面と上下に対向しており、当該延出部６６と外壁面材１５の下端面との間には目地８１
（横目地）が形成されている。この目地８１には、不定形シールよりなるシーリング材６
９が充填されており、目地８１を通じた屋内側への水の浸入が防止されている。また、こ
のシーリング材６９によってビス６１は屋外側から覆い隠されている。
【００５０】
　上水切６４は、アルミ製の押し出し成形品よりなり、上枠２３の長手方向に延びる長尺
状をなしている。上水切６４は、四角筒状に形成されており、その横断面が長手方向全域
に亘って同じとされている。上水切６４の屋内側面には、上下一対の被係合部６８が設け
られている。それら各被係合部６８はそれぞれ上枠２３の係合部６７に対して（嵌合状態
で）係合されており、その係合によって上水切６４が水切取付部６３（係合部６７）に対
して着脱可能に取り付けられている。また、上水切６４の係合状態では、係合部６７と被
係合部６８とが互いに密着しており、それら両者６７，６８間の水密性が保たれている。
【００５１】
　上水切６４は、水切取付部６３に対する取付状態において外壁面材１５の外壁面１５ａ
よりも屋外側に張り出して配置されており、詳しくはその全体が外壁面１５ａよりも屋外
側に配置されている。上水切６４の上方から外壁面１５ａに沿って流下する水はこの上水
切６４によって窓部２１よりも屋外側へと導かれる。これにより、外壁面１５ａに沿って
流下する水が窓部２１を通じて屋内側に入り込むことが防止されている。
【００５２】
　第２上枠部４２には、その他に、ベース部５４の屋外側端部から下方に延びる垂下部７
４が設けられている。垂下部７４の下端部は第１上枠部４１の案内レール部４７の屋外側
に配置されており、それら垂下部７４の下端部と案内レール部４７との間には定形シール
よりなる長尺状のガスケット７８が挟み込まれている。これにより、垂下部７４と案内レ
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ール部４７との間、ひいては第１上枠部４１と第２上枠部４２との間を通じた屋内側への
水の浸入が防止されている。
【００５３】
　以上が、上枠２３についての説明である。
【００５４】
　図２に示されたその他の構成として、第１上枠部４１には、ベース部４４の下面と屋内
側の案内レール部４５の屋内側面とを覆うようにカバー部材５１が設けられている。カバ
ー部材５１は、断熱性能に優れた樹脂材料により形成され、第１上枠部４１の長手方向全
域に亘って延びている。カバー部材５１は、ベース部４４の下面に対向する部分が横フレ
ーム材３８のウェブ３８ａにビス５３により取り付けられている。すなわち、カバー部材
５１は、ベース部４４とともに共通のビス５３で横フレーム材３８に取り付けられている
。
【００５５】
　ところで、本実施形態では、外壁部１１の屋外側に窓部２１を開閉するためのシャッタ
装置７１が後付けで設置されている。以下、外壁部１１にシャッタ装置７１が設置された
場合の構成について図３に基づいて説明する。図３はシャッタ装置７１が設置された場合
における外壁部１１周辺の構成を示す縦断面図である。
【００５６】
　図３に示すように、外壁部１１の屋外側にはシャッタ装置７１が設置されている。シャ
ッタ装置７１は、昇降することにより窓部２１を開閉するシャッタカーテン７２と、シャ
ッタカーテン７２を巻き取り状態で収容するシャッタボックス７３とを備える。シャッタ
カーテン７２は、上下に並べて設けられた横長状の複数のスラット７２ａを有しており、
それら各スラット７２ａが互いに連結されることにより構成されている。シャッタボック
ス７３は、横長箱状をなしており、外壁面材１５の外壁面１５ａにおける窓部２１の上方
位置に取り付けられている。シャッタボックス７３は、窓部２１の幅方向全域に亘って配
設されている。
【００５７】
　シャッタボックス７３の内部には、シャッタカーテン７２を巻き取り又は引き出す巻き
取りドラム７５と、巻き取りドラム７５を正逆いずれの方向にも回転させることができる
ドラム駆動部７６とが収容されている。ドラム駆動部７６は電動モータ等を含んで構成さ
れている。このドラム駆動部７６の駆動によって巻き取りドラム７５が正逆いずれかの方
向に回転すると、シャッタカーテン７２が巻き取り又は引き出されるようになっている。
また、シャッタカーテン７２の幅方向の両端部にはガイドレール７７が設けられている。
これらのガイドレール７７は上下方向に延びており、シャッタカーテン７２の上下移動（
昇降）を案内するものとなっている。
【００５８】
　シャッタボックス７３の上端部と外壁面１５ａとの間には不定形シールよりなるシーリ
ング材７９が充填されている。シーリング材７９は、シャッタボックス７３の幅方向全域
に亘って充填されている。これにより、雨水等の水がシャッタボックス７３と外壁面１５
ａとの間の隙間に入り込むことが防止されている。したがって、シャッタ装置７１が外壁
部１１に設置されている場合には、雨水等の水がシャッタボックス７３と外壁面１５ａと
の間の隙間を通じて流下し、窓部２１から屋内へ入り込むことが防止されている。
【００５９】
　そこで本実施形態では、この点に鑑みて、シャッタ装置７１が外壁部１１に設置されて
いる場合には、上水切６４を上枠２３の水切取付部６３から取り外すこととしている。こ
の場合、シャッタボックス７３を外壁面１５ａに取り付けるに際しシャッタボックス７３
が上水切６４と干渉するのを回避することができるため、その干渉がない分、シャッタボ
ックス７３を外壁面１５ａからの出幅を小さくした状態で取り付けることができる。これ
により、建物周りの外観が損なわれるのを抑制しつつ、シャッタ装置７１を設置すること
ができる。
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【００６０】
　以上、詳述した本実施形態の構成によれば、以下の優れた効果が得られる。
【００６１】
　水切取付部６３の屋外側端部を壁厚み方向において外壁面１５ａと略同じ位置に設定し
たため、シャッタボックス７３を外壁面１５ａに取り付ける際、シャッタボックス７３が
水切取付部６３と干渉するのを大いに抑制することができる。これにより、シャッタボッ
クス７３の外壁面１５ａからの出幅をより一層小さくすることができるため、建物周りの
外観が損なわれるのをより一層抑制することができる。
【００６２】
　上枠２３を、窓部２１が取り付けられる案内レール部４５を有する第１上枠部４１と、
水切取付部６３を有する第２上枠部４２とに分割して構成したため、上枠２３の一部（つ
まり第１上枠部４１）に案内レール部４５を有する汎用品の上枠材を用いることが可能と
なる。このため、製造コストの低減等を図ることができる。
【００６３】
　外壁フレーム材２８ａの屋内側部分から下向きに突出するように横フレーム材３８を設
け、その横フレーム材３８の屋外側に第２上枠部４２を配設するとともに、第２上枠部４
２の下方と横フレーム材３８の下方とに跨がって第１上枠部４１を配設した。これにより
、上枠２３を２つの上枠部４１，４２に分割した構成にあって好適な納まりを実現するこ
とができる。
【００６４】
　第２上枠部４２には、横フレーム材３８の屋外側に当接する起立部５５を設けたため、
第２上枠部４２の水切取付部６３に屋外側から上水切６４を取り付ける際、第２上枠部４
２が屋内側に押されて位置ずれしたり変形したりするのを規制することができる。これに
より、上水切６４の取付作業を好適に行うことができる。
【００６５】
　第１上枠部４１に第２上枠部４２の起立部５５と重なり合うようにして起立部４６を設
け、それら各起立部４６，５５をビス５９によって互いに結合し、その結合状態で横フレ
ーム材３８の屋外側に当接させた。この場合、水切取付部６３に屋外側から上水切６４を
取り付ける際、かかる結合部分が屋外側に変位するのを規制することができるため、その
結果ビス５９に緩みが発生するのを抑制することができる。これにより、第１上枠部４１
と第２上枠部４２との結合状態を好適に維持することが可能となる。
【００６６】
　本発明は上記実施形態に限らず、例えば次のように実施されてもよい。
【００６７】
　（１）上記実施形態では、水切取付部６３の各係合部６７に上水切６４の被係合部６８
を係合させることで上水切６４を水切取付部６３に着脱可能に取り付けたが、上水切６４
を着脱可能に取り付けるための構成は必ずしもこれに限らない。例えば、上水切６４を、
ビス等の締結具により上枠２３に着脱可能に取り付けるようにしてもよい。例えば、上枠
２３（第２上枠部４２）及び上水切６４にそれぞれビス等の締結具を挿通するための挿通
孔を形成し、それら各挿通孔に締結具を挿通して締結状態とすることにより上水切６４を
上枠２３に着脱可能に取り付けることが考えられる。なお、この場合、上枠２３において
挿通孔及びその挿通孔が形成された板状部分が水切取付部に相当する。
【００６８】
　（２）上記実施形態では、上枠２３を、別体からなる第１上枠部４１及び第２上枠部４
２を互いに結合することにより構成したが、これを変更して、上枠２３を第１上枠部４１
及び第２上枠部４２を含めて一体形成してもよい。この場合においても、上枠２３に上水
切６４を着脱可能に取り付けるための水切取付部６３を設けることで、シャッタ装置７１
の設置時には上水切６４を上枠２３から取り外すことができる。
【００６９】
　（３）上記実施形態では、水切取付部６３の屋外側端部を壁厚み方向において外壁面１
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５ａと略同じ位置に設定したが、これを変更して、外壁面１５ａよりも屋内側に位置させ
てもよい。そうすれば、シャッタ装置７１の設置時にシャッタボックス７３が水切取付部
６３と干渉するのを回避することができるため、シャッタボックス７３の外壁面１５ａか
らの出幅をさらに小さくすることができる。
【００７０】
　（４）上記実施形態において、第１上枠部４１の起立部４６と第２上枠部４２の起立部
５５との重なり部分（対向部分）を横フレーム材３８の屋外側面にビス等で固定してもよ
い。そうすれば、上枠２３の取付状態をより安定したものとすることができる。また、こ
の場合には、ビス等を起立部５５の屋外側から各起立部４６，５５及び横フレーム材３８
のフランジ３８ｃにそれぞれ締め込んでいくことになる。
【００７１】
　（５）上記実施形態では、引き違い窓からなるサッシ戸２７のサッシ枠２２（開口枠に
相当）に対して本発明の開口枠構造を適用したが、すべり出し窓や外倒し窓等他の種類の
窓からなるサッシ戸のサッシ枠に対して本発明を適用してもよい。また、開閉式（可動式
）のサッシ戸２７（建具に相当）のサッシ枠２２に限らず、例えば窓部２１に対して嵌め
殺しで取り付けられるはめ殺し窓の開口枠に本発明を適用してもよい。
【００７２】
　また、本発明の開口枠構造は必ずしも窓部２１に対してのみ適用されるものではなく、
人の出入りが可能な掃き出し窓等の開口部（出入口）に対しても適用することが可能であ
る。
【符号の説明】
【００７３】
　１０…建物、１１…外壁部、２１…開口部としての窓部、２２…開口枠としてのサッシ
枠、２３…上枠、２７…建具としてのサッシ戸、２８ａ…横架材としての外壁フレーム材
、３８…凸部としての横フレーム材、４１…第１上枠部、４２…第２上枠部、４５…建具
取付部としての案内レール部、４６…重なり部としての起立部、５５…当接部としての起
立部、５９…締結具としてのビス、６３…水切取付部、６４…上水切、７１…シャッタ装
置、７３…シャッタボックス。
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